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(57)【要約】
【課題】管理対象者の健康状態に合わせて運動による減
量行動と食事による減量行動との割合を設定することで
効率良く減量が行える健康管理支援システムを提供する
。
【解決手段】健康管理装置１は、対象者の体重の減量目
標値を設定する目標値設定部１３と、対象者の健康状態
を表す健康指標を取得する健康指標取得部１４と、健康
指標取得部１４により取得された健康指標に基づいて、
運動による減量行動と食事による減量行動との割合を設
定する行動割合設定部１５と、行動割合設定部１５で設
定された運動による減量行動と食事による減量行動との
割合を対象者に提示する行動割合提示部１６とを備える
。
【選択図】図１



(2) JP 2009-157415 A 2009.7.16

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象者の体重の減量目標値を設定する目標値設定手段と、対象者の健康状態を表す健康
指標を取得する健康指標取得手段と、健康指標取得手段により取得された健康指標に基づ
いて、前記減量目標値の減量を行う場合の運動による減量行動と食事による減量行動との
割合を設定する行動割合設定手段と、行動割合設定手段で設定された運動による減量行動
と食事による減量行動との割合を対象者に提示する提示手段とを備えたことを特徴とする
健康管理支援システム。
【請求項２】
　前記健康指標を測定する健康指標測定手段がネットワークを介して前記健康指標取得手
段に接続され、健康指標測定手段と健康指標取得手段との間でネットワークを介して健康
指標の測定値が授受されることを特徴とする請求項１記載の健康管理支援システム。
【請求項３】
　前記健康指標取得手段は、前記健康指標として血圧、心拍、脈拍、体温、血糖値、心電
電流のうち少なくとも何れか１つを取得することを特徴とする請求項１又は２の何れかに
記載の健康管理支援システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、管理対象者の健康管理を支援する健康管理支援システム、特に管理対象者の
減量行動を支援する健康管理支援システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、個人の健康管理を支援するシステムとして、特許文献１に記載されているような
ものがある。特許文献１に記載されている従来例は、個人が行う運動の運動強度や運動量
などをリアルタイムで算出し、表示手段に表示することで、運動者に対して運動量を定量
的に知らせるものである。
【特許文献１】特開平７－２８９５４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述の健康管理システムでは、運動者が行った運動量を提示することで、健康管理や体
力増強を効率良く行えるようにしたものであるが、管理対象者が、運動による減量行動と
食事による減量行動とを組み合わせて所定の目標値まで減量する場合に、運動による減量
行動と食事による減量行動とをどのような割合で実行すれば良いかが判らなかった。ここ
で、管理対象者の血圧が高い場合、激しい運動によって健康を害する可能性があり、また
管理対象者の血糖値が高い場合は、運動の負担を減らすために、食事制限によって減量す
ることが好ましいが、運動者自身が運動による減量行動と食事による減量行動との割合を
設定した場合、自身の健康状態に比べて激しい運動を行ってしまったり、食事による減量
行動の割合を大きくしすぎて、減量の効果が効率良く得られない可能性があった。
【０００４】
　本発明は上記問題点に鑑みて為されたものであり、その目的とするところは、管理対象
者の健康状態に合わせて運動による減量行動と食事による減量行動との割合を設定するこ
とで効率良く減量が行える健康管理支援システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明は、対象者の体重の減量目標値を設定する
目標値設定手段と、対象者の健康状態を表す健康指標を取得する健康指標取得手段と、健
康指標取得手段により取得された健康指標に基づいて、減量目標値の減量を行う場合の運
動による減量行動と食事による減量行動との割合を設定する行動割合設定手段と、行動割
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合設定手段で設定された運動による減量行動と食事による減量行動との割合を対象者に提
示する提示手段とを備えたことを特徴とする。
【０００６】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、健康指標を測定する健康指標測定手段が
ネットワークを介して健康指標取得手段に接続され、健康指標測定手段と健康指標取得手
段との間でネットワークを介して健康指標の測定値が授受されることを特徴とする。
【０００７】
　請求項３の発明は、請求項１又は２の発明において、健康指標取得手段は、健康指標と
して血圧、心拍、脈拍、体温、血糖値、心電電流のうち少なくとも何れか１つを取得する
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１の発明によれば、行動割合設定手段が、健康指標取得手段により取得された健
康指標に基づいて、減量目標値の減量を行う場合の運動による減量行動と食事による減量
行動との割合を設定し、その結果を提示手段が対象者に提示しているので、対象者は提示
手段の提示内容をもとに運動による減量行動と食事による減量行動をどのような割合で実
施すれば良いかを容易に把握でき、減量の効果を効率良く得ることができる。
【０００９】
　請求項２の発明によれば、健康指標取得手段は、ネットワークを介して接続された健康
指標測定手段から健康指標の測定値を取得しているので、健康指標取得手段とは別の場所
に設置された指標測定手段で測定された健康指標を用いて健康指標を取得することができ
る。
【００１０】
　請求項３の発明によれば、血圧、心拍、脈拍、体温、血糖値、心電電流のうち少なくと
も何れか１つの健康指標に基づいて、運動による減量行動と食事による減量行動との割合
を設定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。図２に示すように本実施形
態の健康管理装置１は管理対象者が住まう住戸Ａの宅外に設置され、インターネット２０
２を介したネットワーク通信機能を有するコンピュータ装置からなる。
【００１２】
　ここで、本実施形態の健康管理装置１について説明する前に、本実施形態の健康管理装
置１を用いた健康管理システムについて簡単に説明する。図２に示すように、住戸Ａ内に
設置された住宅用分電盤（住宅盤）３には、ＡＤＳＬモデムやＣＡＴＶモデムあるいはＯ
ＮＵなどのインターネット接続機器（図示せず）とともに情報ブレーカ３ａと呼ばれるネ
ットワークセキュリティ機器が収納され、住戸Ａ内に設けられたネットワーク（宅内ＬＡ
Ｎ）とインターネット２０２とがインターネット接続機器並びに情報ブレーカ３ａを介し
て接続されている。この情報ブレーカ３ａは、スイッチング機能、ファイアウォール機能
、ウィルスチェック機能などの種々のネットワーク関連機能を併せ持つものであって、主
にインターネット２０２から宅内ＬＡＮへの不正なアクセスやウィルスの侵入などを防い
でいる。
【００１３】
　情報ブレーカ３ａが有する複数のポートにＬＡＮケーブル２０３を介して複数のネット
ワーク機器、図示例ではテレビ受像機２とネットアダプタ４が接続されている。テレビ受
像機２は、通常のテレビ放送の受信・表示の機能に加えてＬＡＮケーブル２０３を介した
ネットワーク通信機能やウェブ・ブラウザ機能などを搭載するとともに、リモコン２ａか
ら送信されるワイヤレス信号による遠隔操作機能を搭載している。なお、このようなテレ
ビ受像機２は従来周知であるから詳細な構成についての図示並びに説明は省略する。
【００１４】
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　ネットアダプタ４は、特定小電力無線通信或いはブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
）（登録商標）のような近距離の無線通信機能とネットワーク通信機能とを有し、後述す
る活動量計６、体組成計７、他動運動機器８および血圧計９との間で無線通信を行うとと
もに、ＬＡＮケーブル２０３を介したテレビ受像機２との通信やインターネット２０２を
介した健康管理装置１との通信を行うものである。すなわち、ネットアダプタ４の通信可
能エリア内に存在する活動量計６や体組成計７や血圧計９や他動運動機器８から、送信元
および送信先のＩＤを含む無線信号が送信され、この無線信号をネットアダプタ４が受信
すると、ネットアダプタ４は、受信した信号のプロトコル変換を行い、送信先のＩＤが示
すネットワーク機器（テレビ受像機２或いは健康管理装置１）へ信号を送信する。
【００１５】
　活動量計６は、扁平な装置本体６０に図５に示す回路構成要素を内蔵したもので、装置
本体６０を管理対象者のベルト等に装着して使用される。ここで、装置本体６０に内蔵さ
れる回路構成要素としては、例えば３軸の加速度センサ６１と、この加速度センサ６１の
出力信号をＡ／Ｄ変換して得た検出出力をもとに、当該活動量計６を装着した管理対象者
の身体活動強度（単位：ＭＥＴｓ）並びに身体活動量（単位：Ｅｘ）を演算する演算処理
部６２と、時刻データを演算処理部６２に与える計時部６３と、入力操作部６４と、例え
ばフラッシュメモリなどの不揮発性メモリからなり、演算処理部６２の演算結果や個人の
属性データなどを記憶するための記憶部６５と、例えば液晶表示器からなる表示部６６と
、ネットアダプタ４との間で特定小電力無線通信或いはブルートゥースのような近距離の
無線通信を行う無線通信部６７と、電池ＢＴを電源として各回路要素の動作に必要な所定
の電圧を得る定電圧回路６８とを備えている。
【００１６】
　入力操作部６４は、当該活動量計６の動作モードを計測モード、データ設定モード又は
データ転送モード等に切り替えるモード切替操作や、表示部６６に表示される表示画面で
のカーソル操作や確認操作、或いは、データ設定モードにおいて活動量の算出に用いる個
人の属性データ（例えば年齢、性別、身長、体重、目的、健康状態（既往症歴）、地域）
を入力するデータ入力操作に用いられる。
【００１７】
　活動量計６の演算処理部６２は、活動量計６に予め組み込まれたプログラムに基づいて
、管理対象者の身体活動量を算出するためのデータ処理を行うものであり、入力操作部６
４を用いてデータ設定モードに切り替えられると、表示部６６の表示を制御してデータ入
力画面を表示させ、当該データ入力画面において、上記属性データの入力を管理対象者に
促すためのガイダンスなどを表示させ、入力操作部６４を用いて属性データが入力される
と、入力データを記憶部６５に書き込み、以後の演算処理では記憶部６５から読み込んだ
属性データを活動量の演算に使用するようになっている。
【００１８】
　また演算処理部６２の動作モードが、入力操作部６４を用いて計測モードに切り替えら
れると、演算処理部６２は、加速度センサ６１から入力される加速度の検出出力に基づい
て、身体活動強度、さらには身体活動強度に活動時間を乗算した身体活動量の算出処理を
行うとともに、算出結果を記憶部６５に書き込む処理を行い、且つ、算出結果を表示部６
６にリアルタイムで表示するようになっている。
【００１９】
　さらに演算処理部６２の動作モードが、入力操作部６４を用いてデータ転送モードに切
り替えられると、演算処理部６２は、記憶部６５に記憶されている身体活動量のデータを
無線通信部６７からネットアダプタ４へ送信させる。
【００２０】
　体組成計７は、図２に示すように扁平な直方体状の装置本体７０を有し、装置本体７０
の上面には、装置本体７０に乗せられた左右の足の足裏がそれぞれ当接する部位に電極部
７１ａ，７１ａが配置されるとともに、装置本体７０の左右方向における中央部には測定
結果などを表示するための液晶ディスプレイからなる表示部７２が配置されている。
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【００２１】
　装置本体７０に内蔵される回路構成要素としては、図６に示すように装置本体７０に乗
った人の体重を測定する重量センサ７３と、左右の電極部７１ａ，７１ａ間に微弱な電流
を流して、人体の電気抵抗（生体インピーダンス）を測定する生体インピーダンス測定部
７１と、体組成計７の動作モードを計測モードや設定モード等に切り替える操作や、設定
モードにおいて個人の属性データ（例えば年齢、性別、身長など）を入力する操作を行う
ための入力操作部７４と、生体インピーダンス測定部７１の測定結果をもとに測定対象者
の体脂肪率を演算により求めるとともに、表示部７２の表示を制御して重量センサ７３の
検出結果や体脂肪率の演算結果を表示部７２の画面に表示させる演算処理部７５と、例え
ばフラッシュメモリなどの不揮発性メモリからなり、演算処理部７５の演算結果や個人の
属性データなどを記憶するための記憶部７６と、ネットアダプタ４との間で特定小電力無
線通信或いはブルートゥースのような近距離の無線通信を行う無線通信部７７と、電池を
電源として各回路要素の動作に必要な所定の電圧を得る電池電源部７８とを備えている。
【００２２】
　血圧計９は、図２および図３に示すように、例えばマイクロコンピュータからなり全体
的な制御を行う演算処理部９０と、測定対象者が腕を通す腕帯９ａを有し、被測定対象者
が腕帯９ａに腕を通した状態で、腕帯９ａにより腕を圧迫した際の脈の振動から血圧を測
定（オシロメトリック）する測定部９１と、電源のオン／オフや測定の開始操作などの操
作を行うための入力操作部９２と、測定用のプログラムや測定データを記憶する記憶部９
３と、ネットアダプタ４との間で特定小電力無線通信或いはブルートゥースのような近距
離の無線通信を行う無線通信部９４とを備えている。
【００２３】
　また他動運動機器８は使用者に対して他動的な運動を行わせるものであり、例えば、使
用者が跨いで着座する鞍状の座席部を揺動運動させることによって、乗馬運動を模した運
動負荷を与える乗馬型の運動機器である。図４は他動運動機器８の概略的なブロック図を
示し、マイクロコンピュータよりなる制御部８１と、鞍状の座席部８２を揺動運動させる
駆動部８３と、ネットアダプタ４との間で特定小電力無線通信或いはブルートゥースのよ
うな近距離の無線通信を行う無線通信部８４と、電源のオン／オフ操作や、運動メニュー
の選択操作や、座席部８２を揺動させる速さや運動時間などの選択操作を行うための操作
部８５と、座席部８２を様々なパターンで揺動させるためのプログラムを記憶した記憶部
８６とを備えている。
【００２４】
　上述のように構成される宅内ネットワーク（宅内ＬＡＮ２０１）においては、ネットワ
ーク端末であるテレビ受像機２並びにネットアダプタ４にプライベートＩＰアドレスが割
り当てられ、住宅盤３内に設置されているインターネット接続機器のＮＡＴ（ネットワー
クアドレス変換）機能を用いてテレビ受像機２やネットアダプタ４がインターネット２０
２を介して通信することができる。また活動量計６、体組成計７、他動運動機器８および
血圧計９にはそれぞれ固有のＩＤが割り当てられているが、ネットアダプタ４に送信され
るデータに付与された個々のＩＤをネットアダプタ４においてプライベートＩＰアドレス
に変換し、当該データをＩＰパケットに格納して宅内ＬＡＮ２０１やインターネット２０
２に送信することができる。
【００２５】
　次に本実施形態の健康管理装置１について説明する。本実施形態の健康管理装置１は、
後述する健康管理サービスを管理対象者に提供するサービス提供者の管理センタに設置さ
れており、図１に示すようにインターネット２０２を介してネットワーク通信を行うため
のネットワークインタフェース（Ｉ／Ｆ）部１０と、半導体メモリやハードディスク装置
などからなる記憶部１１と、ネットワーク端末（住戸Ａに設置されているテレビ受像機２
など）に搭載されているウェブブラウザに対してウェブページなどのコンテンツを提供す
るウェブサーバ部１２と、管理対象者の体重の減量目標値を設定する目標値設定部１３と
、対象者の健康状態を表す健康指標（本実施形態では例えば血圧値、血糖値、心拍数）を
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取得する健康指標取得部１４と、健康指標取得部１４が取得した健康指標に基づいて、運
動による減量行動と食事による減量行動との割合を設定する行動割合設定部１５と、行動
割合設定部１５で設定された運動による減量行動と食事による減量行動との割合を対象者
に提示する行動割合提示部１６と、各部を統括的に制御する制御部１７とを備えている。
ここにおいて、ネットワークＩ／Ｆ部１０並びに記憶部１１を除く各部は、マイクロコン
ピュータにウェブブラウザや健康管理用のプログラムを実行させることによって実現され
る。
【００２６】
　以下、体質改善の一種である減量（ウェイトコントロール）を例示して、本実施形態の
健康管理装置１の動作（健康管理サービスの内容）を説明する。
【００２７】
　健康管理サービスの提供を受けようとする希望者（管理対象者）は、テレビ受像機２の
ウェブブラウザを使って健康管理装置１のウェブサーバ部１２が配信する健康管理サービ
スのホームページにアクセスし、さらに当該ホームページからリンクしている利用者登録
のウェブページＷ０にアクセスして新規に利用者登録を行う。この利用者登録のウェブペ
ージＷ０には、希望者（管理対象者）の呼び名（ニックネーム）、誕生年月、性別、身長
、体重などの個人情報を登録するためのボックスＢ０１～Ｂ０６がそれぞれ表示され（図
７参照）、希望者（管理対象者）がテレビ受像機２の画面に表示されている当該ウェブペ
ージＷ０を見ながらリモコン２ａを操作して各ボックスに入力すると、各項目の入力内容
がテレビ受像機２のウェブブラウザから健康管理装置１のウェブサーバ部１２に返信され
、ウェブサーバ部１２で受け取った個人情報が制御部１７を介して記憶部１１に格納され
る。尚、制御部１７は、登録されている管理対象者毎に固有のウェブページ（以下、個人
用ホームページと呼ぶ。）を作成して記憶部１１に記憶させる。従って、登録済みの管理
対象者は、健康管理サービスのホームページからログインした後、当該ホームページから
リンクしている自らの個人用ホームページにアクセスすることができる。
【００２８】
　利用者登録が完了した後に最初に個人用ホームページにアクセスすると、健康管理装置
１の目標値設定部１３が制御部１７を通じてウェブサーバ部１２に目標値設定用のウェブ
ページＷ１をテレビ受像機２のウェブブラウザへ送信させる。このウェブページＷ１では
、図８に示すように改善する期間を入力（選択）するためのボックスＢ１１、減量目標値
を入力（選択）するためのボックスＢ１２のほか、各ボックスＢ１１，Ｂ１２の入力内容
を初期化するクリアボタンＢ１３や入力内容を決定して健康管理装置１のウェブサーバ部
１２へ送信させる決定ボタンＢ１４などが含まれている。図示例では、３ヶ月で３ｋｇの
減量を目標とするように設定されている。そして、テレビ受像機２のウェブブラウザから
目標値の設定値を受け取った健康管理装置１の目標値設定部１３は、それぞれ制御部１７
を介して目標値の設定内容を当該管理対象者と対応付けて記憶部１１に記憶させる。
【００２９】
　体質改善（減量）の目標値が設定されると、健康管理装置１の健康指標取得部１４が制
御部１７を通じてウェブサーバ部１２に健康指標を入力するためのウェブページＷ２をテ
レビ受像機２のウェブブラウザへ送信させる。このウェブページＷ２では、図９に示すよ
うに血圧値（最高血圧ＳＹＳおよび最低血圧ＤＩＡ）を入力するためのボックスＢ２１，
Ｂ２２、血糖値を入力するためのボックスＢ２３、心拍数を入力するためのボックスＢ２
４などが含まれている。図示例では、最高血圧が１５８ｍｍＨｇ、最低血圧が９５ｍｍＨ
ｇと入力されるとともに、心拍数が１０１回／分と入力されている。そして、テレビ受像
機２のウェブブラウザから健康指標（例えば血圧値、血糖値、心拍数など）の入力値を受
け取った健康管理装置１の健康指標取得部１４は、それぞれ制御部１７を介して、テレビ
受像機２から取得した健康指標を当該管理対象者と対応付けて記憶部１１に記憶させる。
【００３０】
　管理対象者の体質改善（減量）の目標値が設定されるとともに、その健康指標が取得さ
れると、健康管理装置１の行動割合設定部１５は、記憶部１１に記憶された健康指標に基
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づいて、運動による減量行動と食事による減量行動との割合を設定する。
【００３１】
　先ず行動割合設定部１５では、記憶部１１に記憶された血圧値と正常範囲とを比較し、
血圧値が正常範囲を越えると高血圧と判断する。ここで、高血圧の人に推奨されている運
動は歩行程度（３ＭＥＴｓ）で、運動時間は１時間程度であるので、対象者が高血圧と判
定された場合、行動割合設定部１５は、運動による消費カロリーＣ１を以下の式（１）に
より求めている。但し、Ｗは管理対象者の体重である。
【００３２】
　　Ｃ１＝３（ＭＥＴｓ）×１（時間）×Ｗ（ｋｇ）　…（１）
　さらに、行動割合設定部１５では、目標値設定用のウェブページＷ１で設定された減量
期間と減量目標値とをもとに１日当たりの目標消費カロリーＣ０を演算により求めており
、上記の式（１）で求めた運動による消費カロリーＣ１をもとに、以下の式（２）、式（
３）を用いて運動による減量割合Ｄ１（％）と食事による減量割合Ｄ２（％）を求めてい
る。
【００３３】
　　Ｄ１＝（Ｃ１／Ｃ０）×１００　…（２）
　　Ｄ２＝１００－Ｄ１　…（３）
　行動割合設定部１５によって、運動による減量割合Ｄ１（％）と食事による減量割合Ｄ
２（％）とが設定されると、健康管理装置１の行動割合提示部１６が、制御部１７を通じ
てウェブサーバ部１２に行動割合の設定結果を管理対象者に提示するためのウェブページ
Ｗ３をテレビ受像機２のウェブブラウザへ送信させる。このウェブページＷ３では、図１
０に示すように１日当たりの消費目標カロリーを表示する表示ブロックＢ３０と、運動に
よる行動割合、食事による行動割合をそれぞれ数値で表示する表示ブロックＢ３１，Ｂ３
２と、運動による行動割合と食事による行動割合とをバー表示する表示ブロックＢ３３と
、運動による１日の消費目標カロリー（１日の消費目標カロリーに運動による減量行動の
割合を乗じた値）を表示する表示ブロックＢ３４と、食事による１日の消費目標カロリー
（１日の消費目標カロリーに食事による減量行動の割合を乗じた値）を表示する表示ブロ
ックＢ３５とが含まれており、管理対象者はこのウェブページをもとに、運動あるいは食
事制限の何れに比重をおいて減量を行えばよいかを容易に把握することができ、効率よく
減量を行うことができる。
【００３４】
　なお本実施形態では行動割合設定部１５が、上述の演算式（１）～（３）を用いて運動
による減量行動と食事による減量行動との割合を決定しているが、血圧値が高い場合、激
しい運動は却って管理対象者の健康を害する可能性があるので、健康指標取得部１４が健
康指標として血圧値を取得した場合、行動割合設定部１５では血圧値が高いほど運動によ
る減量行動の割合が低下するように（つまり、食事による減量行動の割合が大きくなるよ
うに）、行動割合を設定しても良い。また血糖値が高い場合は運動よりも食事制限の方が
より減量効果が大きくなるので、健康指標取得部１４が健康指標として血糖値を取得した
場合、行動割合設定部１５では血糖値が高いほど食事による減量行動の割合が大きくなる
ように（つまり、運動による減量行動の割合が小さくなるように）、行動割合を設定して
も良い。ここにおいて行動割合設定部１５では血圧値や血糖値に基づいて運動による減量
行動と食事による減量行動との割合を決定しているが、健康指標を血圧値や血糖値に限定
する趣旨のものではなく、心拍、脈拍、体温、心電電流などを用いても良く、血圧、心拍
、脈拍、体温、血糖値、心電電流のうち少なくとも何れか１つの健康指標に基づいて、運
動による減量行動と食事による減量行動との割合を設定すれば良い。
【００３５】
　なお本実施形態では、健康指標を入力するためのウェブページＷ２において管理対象者
自身が血圧値、血糖値、心拍数などの健康指標を入力しているが、健康管理装置１が、イ
ンターネット２０２および宅内ＬＡＮ２０１を介して血圧計９から血圧値や心拍数の測定
結果を取得するようにしても良いし、宅内ＬＡＮ２０１に接続される血糖値測定器（図示
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康管理装置１とは別の場所に設置された指標測定手段（血圧計９や血糖値測定器などの測
定手段）で測定された健康指標を用いて健康指標を取得することができる。尚、血糖値測
定器は従来周知であるから詳細な構成についての図示並びに説明は省略する。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明に係る健康管理装置の実施形態を示すブロック図である。
【図２】同上を使用した健康管理システムのシステム構成図である。
【図３】同上の健康管理システムに用いる血圧計のブロック図である。
【図４】同上の健康管理システムに用いる他動運動機器のブロック図である。
【図５】同上の健康管理システムに用いる活動量計のブロック図である。
【図６】同上の健康管理システムに用いる体組成計のブロック図である。
【図７】同上における新規利用者登録用のウェブページの説明図である。
【図８】同上における目標値設定用のウェブページの説明図である。
【図９】同上における健康指標の入力用のウェブページの説明図である。
【図１０】同上における行動割合表示用のウェブページの説明図である。
【符号の説明】
【００３７】
　１　健康管理装置
　１３　目標値設定部（目標値設定手段）
　１４　健康指標取得部（健康指標取得手段）
　１５　行動割合設定部（行動割合設定手段）
　１６　行動割合提示部（提示手段）

【図１】 【図２】
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